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実用新案 

（１）実用新案登録願 

 

記載方法は、特許出願の場合と基本的に同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【書類名】     実用新案登録願 

   【整理番号】    ○○○○ 

  （【提出日】     令和○○年○○月○○日） 

   【あて先】     特許庁長官 殿  

   （【国際特許分類】  Ａ４２Ｂ ３／０２ ） 

   【考案者】 

    【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３丁目４番３号 実用株式会社内 

    【氏名】     考案 次郎 

   【実用新案登録出願人】 

    【識別番号】   ０１２３４５６７８ 

    【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３丁目４番３号 

    【氏名又は名称】 実用株式会社 

    【代表者】    考案 太郎 

   【納付年分】    第１年分から第３年分 

   【手数料の表示】 

    【予納台帳番号】 １２３４５６ 

    【納付金額】   ２０６００  

   【提出物件の目録】 

    【物件名】   実用新案登録請求の範囲   1 

    【物件名】    明細書 １ 

    【物件名】    図面  １ 

    【物件名】    要約書 １ 

役職名のみでよく、氏名までは記入不

要です。 

識別番号は、番号が付与されて

いる人のみ記載します。識別番

号の通知を受けていない者は

【識別番号】の欄は不要です。 

「円」や３桁ごとの区切り点（，）は記

入しません。 
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（２）明細書 

明細書の書き方も、特許出願の場合と基本的に同じです。各欄の項目見出しが【考案の名

称】のように置き換わり、明細書の記述も「本発明」から「本考案」のように置き換える必

要があります。実用新案登録願には、図面の添付が必須となっていますので、明細書中には

【図面の簡単な説明】の欄を必ず設けなければなりません。それ以外の点については、特許

出願の記載要領を参考にして記載してください。 

＜実用新案の明細書の例 第１頁＞ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実用新案の明細書の例 第２頁＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類名】 明細書 

【考案の名称】 簡易教訓茶碗 

【技術分野】 

 【０００１】 

  本考案は、紙又は樹脂からなる簡易教訓茶碗に関する。 

【背景技術】 

 【０００２】 

  細い管の通った造形物を茶碗内の中央部に配置し、茶湯を入れす

ぎるとサイホンの原理によって茶湯が外部に排出される教訓茶碗

が古来より知られている。 

【考案の概要】 

【考案が解決しようとする課題】 

 【０００３】 

しかしながら、細い管の通った造形物を形成する従来の教訓茶碗

は、陶製であるため加工が困難であり、重量も重くなるなどの欠点

があった。 

【課題を解決するための手段】 

 【０００４】 

  本考案は、紙又は樹脂からなる容器の内周面に屈曲した管を配置

してなる湯飲み茶碗において、前記屈曲した管の長尺側端部は前記

容器の底部より外部に導通して開口部を突出せしめ、他端の短尺側

端部は前記容器内の底部近傍に開口部を配置してなる簡易教訓茶

碗という構成を具備することで、加工の容易化と茶碗の軽量化を実

現し、これにより上記課題を解決するものである。 

【考案の効果】 

 【０００５】 

 本考案に係る簡易教訓茶碗は、サイホンの原理を働かせるための

造形物として簡単な構成の屈曲した管を採用したため容易に製造す

ることができ、容器についても紙や樹脂製のものを採用しているの

で軽量化をはかることができ、実用性に優れたものである。 

 

 【図面の簡単な説明】 

 【０００６】 

  【図１】本考案に係る簡易教訓茶碗の製造における工程図であ

る。 

  【図２】本考案に係る簡易教訓茶碗の一部を構成する管の正面

図である。 

  【図３】本本考案に係る簡易教訓茶碗の正面図である。 

【考案を実施するための形態】 

 【０００７】 

  図１に示すように、市販の紙コップなどの容器１の底部に穴２

を開口する。次に、図２に示すように、市販のストローなどの管３

をＵ字型に屈曲させ、セロハンテープ４などの手段により固定する。 

 【０００８】 

図３に示すように、穴２から管３の長尺側端部５を突出させ、短尺

側端部６を底部近傍に開口部が配置するように調整し、セロハンテ

ープなどで管３を容器１の内周面に固定する。そして、穴２と管３

のすき間から茶湯が漏れないように適宜防水加工を施す。 

 【０００９】 

上記工程により完成した本考案の簡易教訓茶碗は、管３の屈曲部を

越える分量の茶湯を注ぐと、管内に茶湯が充填されることでサイホ

ンの原理が働き、容器内の茶湯の全量が外部に排出される現象を生

じる。この現象を見ることによって、使用者は「何事も腹八分目」

であることを教訓として学ぶことができる。 

【符号の説明】 

 【００１０】 

 １ 容器 

 ２ 穴 

 ３ 管 

 ４ セロハンテープ 
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（３）実用新案登録請求の範囲 

記載方法は、特許出願の場合と基本的に同じです。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）要約書 

要約書の書き方も、特許出願の場合と基本的に同じになります。【要約】の欄については、

自分のアイデアを「発明」と表現せずに、「考案」と表現して、全体で文字数 400 字以内に

なるように、その「考案」のポイントを簡潔に記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類名】  実用新案登録請求の範囲  

 

【請求項１】 

紙又は樹脂からなる容器の内周面に屈曲した管を配置してな

る湯飲み茶碗において、前記屈曲した管の長尺側端部は前記容

器の底部より外部に導通して開口部を突出せしめ、他端の短尺

側端部は前記容器内の底部近傍に開口部を配置してなる簡易教

訓茶碗。 

【書類名】 要約書 

【要約】 

【課題】  本考案は、サイホンの原理を利用した教訓的な効果を示す教訓茶碗にお

いて、軽量性と加工容易性に優れた教訓茶碗を提供するものである。 

【解決手段】紙又は樹脂製の容器１の内周面に屈曲した管３を配設し、前記管３の長

尺側端部５を外部に突出させる。 

【選択図】 図１ 
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（５）図面 

図面の書き方は、特許出願の場合と全く同じです。この例では、図面を小さくレイアウト

していますが、横 170mm、縦 255mmの最大幅を超えない範囲の見やすい大きさに製図するの

が好ましいです。 

電子出願をする場合は「400dpi」以内の解像度で図面を読みとり、「PNG形式」、「BMP形式」

又は「GIF 形式」(共にモノクロ２値)、「JPEG 形式」(グレースケールのみ)でファイル保存

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類名】　図面

  【図１】

　　　　　　　　　　　　　　　　

　【図２】

　　　　　　　　　　　　　　

  

【図３】

　　　　　　　　　　　　　　　　

＜実用新案の図面の例＞ 

異なる図番号を付した図 

にまたがって引出線や指示

線を引いてはいけません。 

 
異なる図番号を付し
た図を横に並べて描
いてはいけません。
また、一の図番を付
した図を複数ページ
にわたって描いては
いけません。 

図番号は、【図１】【図２】【図３】

のように連続番号を図の上に付し

ます。 
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（６）実用新案技術評価請求書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【書類名】      実用新案技術評価請求書 

(【提出日】      令和○○年○○月○○日) 

【あて先】      特許庁長官 殿 

【出願の表示】     

【出願番号】  実願○○○○－○○○○○○ 

【評価の請求に係る請求項の数】  ４ 

【評価の請求に係る請求項の表示】 請求項１、請求項２、請求項３、請求項４ 

【請求人】 

  【識別番号】   ０１２３４５６７８ 

  【住所又は居所】  

  【氏名又は名称】 

  （【国籍・地域】） 

【手数料の表示】 

  【予納台帳番号】  １２３４５６ 

  【納付金額】     ４６０００ 

【請求人の意見】 

【提出物件の目録】 

 

 

 

 

評価を求める請求項を選択する

とともに、その請求項の番号を

記載します。 

実用新案技術評価請求手数料は請求項の数により変動します。 

42,000＋（請求項の数×1,000 円）＝46,000 円 

請求項に係る考案と先行技術との対比により、

請求項に係る考案が新規性又は進歩性を有して

いる又は有していない旨の意見を具体的に記載

(任意)します。 

請求人が出願人及び権利者以外の場合は、 

「実用新案技術評価請求書（他人）」と記載します。 
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（７）実用新案技術評価書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用新案法第１２条の規定に基づく実用新案技術評価書 

 

１．登録番号         ○○○○○○○ 

２．出願番号         実願○○○○－○○○○○○ 

３．出願日          令和○○年○○月○○日 

４．優先日／原出願日      

５．考案の名称        寝具付きぬいぐるみ 

６．実用新案登録出願人／実用新案権者 

               実用 太郎 

７．作成日          令和○○年○○月○○日 

８．考案の属する分野の分類  Ａ６３Ｈ ３／０２ 

  （国際特許分類）     Ａ６３Ｈ ３／００ 

               Ａ６３Ｈ ３／０４ 

               Ａ４７Ｊ ９／０８ 

９．作成した審査官      俵 香志代 （９１３６ ３Ｌ） 

１０．考慮した手続補正書・訂正書 

------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

１１．先行技術調査を行った文献の範囲 

 ●文献の種類     日本国特許公報及び実用新案公報 

  分野        国際特許分類 

            Ａ６３Ｈ ３／００－３／０４ 

            Ａ４７Ｇ ９／００－９／０８ 

  時期的範囲     ～令和○○年○○月○○日 

 ●その他の文献    ・○○○○編「生活百科（収納編）」（平成３年５月 

             ６日発行）○○社 

            ・特開昭６２－１２３４５６号 

（備考） 

『日本国特許公報及び実用新案公報』は、日本特許庁発行の公開特許公報、公表特許公報、再公表特

許、特許公報、特許発明明細書、公開実用新案公報、公開実用新案明細書マイクロフィルム等、公表

実用新案公報、再公表実用新案、実用新案公報及び登録実用新案公報を含む。 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

１２．評価 

・請求項   １及び２ 

・評価    １ 
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・引用文献等 １ 

・評価についての説明 

 引用文献１の第３頁右下欄第２～５行目には、「本願発明は、…特に、子供用の玩具に変形可能

で、その際には、寝袋の本体が玩具の詰め物となる様に構成された子供用の寝袋に関するものであ

る。」と記載されている。 

 引用文献１に記載されたものにおける「寝袋」は、本願の請求項１及び２に係る考案における「寝

具」に相当する。また、引用文献１の図１には、玩具として犬の形状のものが示されており、引用文

献１に記載されたものにおける「玩具」は、本願の請求項１及び２に係る考案の「ぬいぐるみ」に相

当する。 

 したがって、引用文献１には、「寝具とぬいぐるみを一体化したもの」及び「寝具とぬいぐるみを一

体化したものにおいて、寝具をぬいぐるみの中に収容できるように構成したもの」が記載されている。 

 

・請求項   ３ 

・評価    ２ 

・引用文献等 １及び２ 

・評価についての説明 

 引用文献１に記載された考案の認定については、請求項１及び２の評価についての説明のとおりで

ある。 

 引用文献２の第１２図には、寝具等を収納する袋において開口部をファスナーで開閉するものが記

載されている。引用文献１に記載されたものにおけるボタンと、引用文献２に記載されたものにおけ

るファスナーとは、同様の機能を有するものである。したがって、引用文献１に記載されたものにお

いて、そのボタンをファスナーに置換することは当業者がきわめて容易に想到し得たことである。 

 

・請求項   ４ 

・評価    ６ 

・引用文献等 １、２及び３（一般的技術水準を示す参考文献） 

 

引用文献等一覧 

１．特開昭５９－５４３２１号公報 

２．○○○○編「生活百科（収納編）」（平成３年５月６日発行）○○社 

３．特開昭５９－２３４５６号公報 

 

評価に係る番号の意味 

１．この請求項に係る考案は、引用文献の記載からみて、新規性がない（実用新案法第３条第１項第３号）。 

２．この請求項に係る考案は、引用文献の記載からみて、進歩性がない（実用新案法第３条第２項）。 

３．この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願であって、その出願後に実用新案公報の発行又は特許公

報の発行若しくは出願公開がされた出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特

許請求の範囲又は図面に記載された考案又は発明と同一である（実用新案法第３条の２）。 

４．この請求項に係る考案は、その出願の日前の出願に係る考案又は発明と同一である（実用新案法第７条第

１項又は第３項）。 

５．この請求項に係る考案は、同日に出願された出願に係る考案又は発明と同一である（実用新案法第７条第

２項又は第６項）。 

６．新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない（記載が不明瞭であること等により、有効な調査が困

難と認められる場合も含む。）。 

  

 


